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一
　
代
官
請
負
の
位
置
づ
け

代
官
に
よ
る
荘
園
年
貢
の
納
入
請
負
は
中
世
後
期
に
盛
ん
に
み
ら
れ
る

制
度
で
あ
る
。
代
官
請
負
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
中
世
前
期
を
本

家
・
領
家
・
下
司
な
ど
の
領
主
職
の
重
層
し
た
荘
園
制
社
会
と
規
定
し
、

そ
れ
ら
領
主
権
の
重
層
体
系
が
崩
れ
て
い
く
荘
園
制
解
体
期
に
現
れ
た
徴

税
請
負
人
の
制
度
で
あ
る
と
す
る
見
方
か
ら
、
南
北
朝
・
室
町
期
を
、
中

世
前
期
荘
園
制
か
ら
の
再
編
・
確
立
・
安
定
期
と
い
う
一
つ
の
時
期
区
分

と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
再
編
さ
れ
た
荘
園
制
的
枠
組
み
の
中
で
展
開
し
た

年
貢
請
負
制
度
で
あ
る
と
性
格
づ
け
る
方
向
へ
と
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。

「
室
町
期
荘
園
制
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
の
再
編
荘
園
制
は
、
公

家
・
寺
社
・
武
家
を
問
わ
ず
在
京
し
て
い
る
領
主
群
の
所
領
支
配
の
体
制

を
主
軸
と
し
て
構
築
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
代
官
請
負
は
、
遠
隔
地
所
領

を
経
営
す
る
荘
園
領
主
の
、
京
都
に
お
け
る
幕
府
や
守
護
と
の
政
治
交
渉
、

首
都
を
中
心
と
し
た
経
済
構
造
へ
の
依
拠
、
都
鄙
交
通
体
系
の
利
用
な
ど
、

室
町
期
荘
園
制
社
会
の
人
的
・
経
済
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
た
制
度

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

二
　
請
負
代
官
の
形
態

さ
て
、
荘
園
の
代
官
と
は
、
荘
園
所
領
の
管
理
・
収
取
・
検
断
・
警

固
・
訴
訟
な
ど
に
あ
た
る
所
務
職
正
員
の
職
務
代
行
者
で
あ
る
。
荘
園
領

主
か
ら
領
主
職
を
預
か
っ
た
預
所
や
給
恩
に
よ
っ
て
所
領
を
分
与
さ
れ
た

給
主
そ
の
人
を
代
官
と
称
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
よ
り
荘
園
経
営
の
実

務
に
通
じ
た
預
所
代
・
給
主
代
を
指
す
場
合
も
多
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
代

官
自
身
が
又
代
官
を
採
用
し
た
り
、
組
織
と
し
て
請
負
経
営
を
行
っ
て
い

る
場
合
も
あ
り
、
こ
こ
に
在
京
代
官
―
国
代
官
・
地
下
代
官
と
い
わ
れ
る

よ
う
な
所
務
請
負
の
重
層
性
が
み
ら
れ
る
。
中
世
後
期
の
請
負
代
官
に
つ

い
て
は
、
所
務
の
う
ち
、
特
に
年
貢
の
収
取
を
主
要
な
職
務
と
し
て
い
た
。

ま
た
、
荘
園
の
所
務
の
形
態
に
は
直
務
と
請
負
と
が
あ
っ
た
。
直
務
は
、

領
主
が
直
接
に
荘
園
現
地
の
生
産
状
況
を
把
握
し
、
収
納
に
至
る
ま
で
を

管
理
す
る
こ
と
で
、
直
務
の
場
合
の
代
官
に
は
、
領
主
組
織
の
構
成
員
が

こ
れ
に
あ
た
っ
た
。
請
負
に
よ
る
荘
園
所
務
に
は
、
領
主
組
織
に
属
さ
な

い
外
部
の
者
を
代
官
に
補
任
し
、
荘
園
の
実
際
の
収
納
の
状
況
か
ら
納
入

年
貢
額
を
定
め
、
そ
の
年
貢
額
の
一
定
部
分
を
代
官
得
分
に
設
定
し
て
年

貢
納
入
を
請
負
わ
せ
る
請
負
代
官
と
、
そ
の
年
の
作
柄
い
か
ん
に
よ
ら
ず
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定
額
の
年
貢
納
入
を
請
負
わ
せ
る
請
切
代
官
と
が
あ
っ
た
。

荘
園
の
所
務
は
、
直
務
か
ら
請
負
へ
、
請
負
代
官
か
ら
請
切
代
官
へ
と

推
移
し
て
い
く
が
、
南
北
朝
・
室
町
時
代
、
お
よ
そ
請
負
代
官
の
時
代
に

な
っ
た
応
永
期
頃
か
ら
、
特
に
「
直
務
」
の
こ
と
ば
が
史
料
上
に
み
え
る

よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
荘
園
領
主
の
直
務
回
復
要
求
を
認
め
た
幕
府
や

守
護
の
御
教
書
・
奉
書
・
書
下
状
が
発
給
さ
れ
始
め
た
た
め
で
、
室
町
期

荘
園
の
体
制
が
確
立
し
た
時
期
に
あ
た
り
、
社
会
が
知
行
制
度
の
あ
ら
た

な
段
階
に
入
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
　
室
町
期
荘
園
制
の
中
の
代
官
請
負

請
負
代
官
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
、
禅
僧
（
荘
主
）・
土
倉
・
酒
屋
・
商

人
・
山
伏
な
ど
の
経
営
能
力
と
財
力
を
持
つ
者
、
幕
府
奉
公
衆
・
守
護
被

官
・
国
人
な
ど
の
武
家
領
主
た
ち
で
あ
っ
た
。
補
任
に
際
し
て
は
、
年
貢

納
入
が
滞
っ
た
時
の
保
証
と
し
て
、
補
任
料
あ
る
い
は
敷
銭
の
納
入
や
、

請
人
を
立
て
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

一
方
、
こ
の
時
代
の
都
市
在
住
領
主
の
恒
常
的
な
赤
字
経
済
状
況
か
ら
、

領
主
は
代
官
補
任
に
際
し
て
あ
ら
か
じ
め
将
来
の
年
貢
分
を
「
来
納
」
と

し
て
代
官
か
ら
徴
収
す
な
わ
ち
借
銭
し
、
代
官
は
荘
園
の
所
務
を
遂
行
す

る
中
で
こ
の
領
主
の
借
銭
を
回
収
す
る
と
い
う
請
負
の
シ
ス
テ
ム
も
し
ば

し
ば
行
わ
れ
た
。
な
か
で
も
土
倉
は
高
利
貸
し
業
と
代
官
請
負
業
と
を
主

要
な
二
つ
の
業
務
と
し
て
お
り
、
来
納
に
よ
る
代
官
請
負
は
、
こ
の
二
つ

の
業
務
が
結
び
つ
い
た
、
中
世
後
期
社
会
特
有
の
請
負
の
形
態
で
あ
っ
た
。

こ
の
来
納
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
金
融
業
・
代
官
請
負
業
の
展
開
と
い

う
社
会
的
条
件
の
ほ
か
に
、
な
ぜ
、
こ
の
室
町
期
荘
園
制
の
時
代
に
お
い

て
代
官
請
負
に
よ
る
年
貢
の
収
取
が
基
本
的
な
荘
園
経
営
の
形
態
で
あ
っ

た
の
か
、
な
ぜ
代
官
請
負
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
え

て
み
た
い
。

一
つ
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
張
り
廻
ら
さ
れ
た
制
度
的
・
人
的
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
通
し
た
政
治
的
交
渉
に
よ
り
、
荘
園
領
主
が
室
町
幕
府
や
荘
園
所

在
国
守
護
の
援
助
を
う
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
諸
領
主
の
在
京

も
交
渉
を
容
易
に
し
た
。
宗
教
権
門
た
る
東
寺
が
行
っ
て
い
た
室
町
殿
や

幕
府
重
臣
、
東
寺
領
荘
園
所
在
国
守
護
に
対
す
る
歳
末
や
誕
生
日
の
祈
祷

は
、
知
行
安
堵
へ
の
期
待
と
返
礼
の
意
味
も
持
っ
て
い
た
。

守
護
に
よ
る
保
護
の
実
際
に
つ
い
て
は
、
押
領
停
止
命
令
な
ど
の
文
書

の
発
給
や
遵
行
、
年
貢
催
促
な
ど
の
強
制
力
と
と
も
に
、
守
護
領
に
お
け

る
年
貢
収
取
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
荘
園
領
主
が
実
質
的

な
下
地
知
行
権
を
持
た
な
い
荘
園
か
ら
の
年
貢
収
取
の
あ
り
方
を
、
宝
荘

厳
院
領
の
一
つ
と
し
て
、
東
寺
が
そ
の
権
限
や
仏
事
を
引
き
継
い
で
本
家

米
を
収
納
し
て
い
た
近
江
国
三
村
荘
嶋
郷
を
事
例
に
み
て
み
よ
う
（
以
下

「
東
寺
百
合
文
書
」
ル
函
・
ケ
函
・
フ
函
・
た
函
な
ど
）。

三
村
荘
は
、
本
郷
二
分
・
嶋
郷
一
分
か
ら
成
る
、
つ
ま
り
三
つ
の
郷
の

集
合
体
と
し
て
三
村
荘
の
呼
称
を
持
つ
荘
園
で
あ
っ
た
。
当
荘
で
は
、
鎌
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倉
時
代
末
期
以
来
守
護
佐
々
木
氏
が
地
頭
に
補
任
さ
れ
て
お
り
、
南
北
朝

期
以
降
に
お
い
て
も
佐
々
木
六
角
氏
が
地
頭
正
員
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

地
頭
が
知
行
の
実
質
を
握
る
守
護
領
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
三
村
荘

を
構
成
す
る
三
郷
の
中
で
東
寺
が
関
わ
る
の
は
嶋
郷
で
あ
っ
た
が
、
荘
園

の
地
下
所
務
の
要
と
な
る
荘
官
と
し
て
、
嶋
郷
に
は
公
文
が
置
か
れ
て
い

た
。
公
文
に
は
、
近
江
守
護
六
角
氏
の
被
官
人
が
補
任
さ
れ
て
お
り
、
た

と
え
ば
十
五
世
紀
初
期
と
思
わ
れ
る
東
寺
領
代
官
宇
野
教
林
書
状
（
教
林

は
六
角
氏
私
寺
慈
恩
寺
僧
）
に
は
「
嶋
郷
公
文
職
は
馬
渕
持
ち
候
」
と
被

官
人
の
名
が
み
え
て
い
る
。
嶋
郷
内
に
領
主
権
を
持
つ
東
寺
や
守
護
給
人

な
ど
の
各
領
主
は
、
こ
の
郷
公
文
が
発
給
す
る
年
貢
切
符
の
配
付
を
う
け
、

自
力
で
名
に
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
収
納
を
確
保
し
て
い
た
こ
と
が
、
関

連
史
料
よ
り
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
東
寺
は
、
守
護
代
伊
庭
氏
に
「
警
固

米
」
と
し
て
年
貢
の
う
ち
の
十
石
を
納
め
て
お
り
、
守
護
方
と
所
領
経
営

の
援
助
契
約
を
結
ん
で
い
た
。
こ
う
し
た
守
護
配
下
の
収
取
シ
ス
テ
ム
の

一
環
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
代
官
請
負
に
よ
る
収
納
が
保
障

さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
荘
園
の
村
落
に
お
け
る
名
主
・
沙
汰
人
（
下
級
荘
官
）
を
中

心
と
す
る
地
下
経
営
の
自
立
が
、
代
官
に
よ
る
収
納
の
基
盤
部
分
を
支
え

て
い
た
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
十
五
世
紀
半
ば
過
ぎ
の
寛
正
年
間
に
、
武

家
代
官
を
排
除
し
、
東
寺
の
直
務
を
支
え
た
備
中
国
新
見
荘
の
惣
追
捕

使
・
公
文
・
田
所
と
い
う
荘
官
と
百
姓
等
の
行
動
（「
東
寺
百
合
文
書
」

サ
函
・
け
函
・
え
函
な
ど
）
や
、
応
永
三
年
（
一
三
九
六
）、
そ
れ
ま
で

の
守
護
代
官
に
よ
る
代
官
請
と
競
合
す
る
形
で
年
貢
・
公
事
物
の
納
入
を

契
約
し
た
讃
岐
国
長
尾
荘
の
地
下
請
（『
大
日
本
古
文
書　

醍
醐
寺
文
書

之
十
二
』）
な
ど
に
、
十
分
な
地
下
経
営
の
事
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。室

町
期
荘
園
制
の
地
域
的
広
が
り
に
つ
い
て
は
、
な
お
追
究
す
べ
き
点

が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
東
国
な
ど
京
都
か
ら
遠
隔
の
地
の

代
官
請
負
に
つ
い
て
は
、
京
都
を
中
心
に
し
た
よ
り
広
域
の
流
通
経
路
の

存
在
、
武
家
・
公
家
に
奉
公
し
諸
国
に
分
布
す
る
同
族
一
門
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
へ
の
依
存
、
荘
園
領
主
間
で
の
遠
隔
地
所
領
の
経
営
連
携
な
ど
、
い

く
つ
か
の
所
領
経
営
が
成
り
立
つ
要
素
が
抽
出
さ
れ
て
い
る
。

十
四
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
の
荘
園
社
会
の
あ
り
方
に
即
し
た

よ
り
詳
細
な
代
官
請
負
の
構
造
に
つ
い
て
追
究
し
て
い
く
こ
と
は
今
後
の

課
題
で
あ
る
。
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